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概　要

2020年現在、世界的に流行している新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で
教育現場におけるICTを活用したオンライン
教育が模索されている。そのなかで、比較的

短期間に授業の全面オンライン化に踏み切っ

た地方における小規模私立大学である徳山大

学を事例として、全面オンライン化が可能と

なった要因を考察し、他の教育現場に応用可

能な方略を提案する。前編にあたる本稿では、

徳山大学が授業の全面オンライン化に向けた

施策を実施する前提となる、学内のインフラ

環境の整備状況や学生のICTデバイスの利用
環境、そして教職員の ICT利活用の状況を調
査した結果を報告する。調査の結果、徳山大

学はオンライン授業を実施可能な学内のイン

フラ環境が整備され、多くの学生が ICT機器
やネット環境という点でオンライン授業の受

講に支障がないことが明らかになった。これ

らの背景には、サイバーキャンパス構想やPC
必携化の取り組みなど、COVID-19以前から
徳山大学が実施してきたICT教育環境の整備
が有効に機能していることが示唆された。　

一方で、オンライン授業の全面実施に向けて

は、オンライン授業の成立条件の整理と標準

化、使用する教育プラットフォームの確定、

教員側のスキルアップと授業実施環境の整備、

学生側の受講環境の整備、カリキュラムや学

事歴の調整、という5つの課題が残されている
ことが明らかとなった。

1. 問題の所在

（1）COVID-19 が高等教育にもたらした      

もの

2019年にその存在が確認され、2020年現在
も世界中で猛威をふるう新型コロナウイルス

感染症（以下、COVID-19）は、政治、経済、
文化などありとあらゆる社会のあり方に影響

を与え続けている。本稿執筆時点（2020年10
月）でも感染拡大はとどまるところを知らず、

COVID-19の影響は数年の長期に及ぶと目さ
れている。もはやCOVID-19以前の社会生活
には戻ることができないという見方から、「新

しい生活様式」「ウィズ・コロナ」「ポスト・

コロナ」といった表現が巷を賑わせ、リモー

トワークや時差通勤、電子決済の利用やデリ

バリーサービスの活用といった、新しい働き

方・暮らし方が各所で模索されている。

COVID-19の影響を受けたのは、教育現場
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も例外ではない。わが国においては、2020年
3月末に当時の安倍晋三首相が初等中等教育機
関の臨時休校を要請し、年度末の小・中・高

等学校や特別支援学校は休校を余儀なくされ

た。4月に入り政府が緊急事態を宣言したこと
で、休校は長期化した。その間、ICT活用で
世界的に遅れを取っていた初等中等教育機関

は、オンライン授業や学習支援によって年間

カリキュラムを実行することが困難となった

ばかりか、児童・生徒と連絡を取ることすら

ままならない状況となった。

高等教育の現場においても、COVID-19に
よるインパクトは大きかった。多くの高等教

育機関では、感染拡大が問題視されはじめた2
月後半の時点で、すでに2019年度のカリキュ
ラムはほぼ完了していたため、学業的な問題

は生じなかった。しかし、3月に行われる卒業
式は相次いで中止となり、4月以降の入学式等
の行事や授業の開始時期も未定の状況となっ

た。初等中等教育機関とは比較にならない規

模の人数が入れかわり立ちかわり授業や日常

生活を送る高等教育の場では、感染拡大を防

ぎつつこれまでの授業スタイルを実施するこ

とは極めて困難であった。東京大学や立命館

大学など、4月以降の授業を早々にオンライン
に切り替える決断をした大学もあれば、4月に
なっても状況を注視し、対面授業の実施可能

性を模索し続ける大学も多く見られた。入学

後に一度もキャンパスに通うことができない

新入生や、出入国に大きな制限がかけられた

ことで授業に参加できない留学生が多数発生

し、高等教育機関はこれらの問題への対応に

苦慮することとなった。

（2）高等教育の特殊性と徳山大学の対応

しかし、こうした高等教育ならではの問題

は抱えつつ、結果として全ての高等教育機関

は、学事歴の遅れや一部カリキュラムの変更

（先送り）はありつつも、例年通り2020年度
前期のカリキュラムを実施させた。2020年7
月1日に発行された文部科学省「新型コロナウ
イルス感染症の状況を踏まえた大学等の授業

の実施状況」によれば、7月1日の段階で全て
の授業を面接（対面）形式で実施する高等教

育機関は全体の2割にも満たず、ほとんどの大
学は授業の一部あるいは全部をオンラインに

移行して実施したことが明らかとなっている。

初等中等教育機関と高等教育機関で、なぜ

授業のオンライン化対応にここまで大きな差

が生じたのか。検証を待つ必要はあるものの、

要因のひとつとして高等教育機関のほうが

ICT機器やインターネット環境などのインフ
ラ整備が進んでいたことが影響したことは想

像に難くない。徳山大学においても、2020年
度の学事歴の変更などの混乱は生じたものの、

結果として前期授業の全面オンライン化を実

現し、表1に示す成果を得ることができた。
本稿では、徳山大学が－一部課題は残され

ているとはいえ－授業オンライン化を実現で

きた要因を考察し、今回の「コロナ・ショック」

に対応するにあたっての、学内での取り組み

状況の記録（アーカイブ）とする。COVID-19
の状況を体験した当事者が、その最中で起こっ

ている出来事を記録として残すことで、現在

（2020年10月）までの取り組みのなかで見落
としていたもの、解決を見送ったものを可視

化するための振り返りとしたい。あわせて、

本稿が今後授業等の教育活動をオンライン化

していく教育機関が参照するための参考資料

や指針として活用されることを期待したい。



大坂 遊  他7名：徳山大学はいかにしてCOVID-19にともなうオンライン授業の全面実施を実現しえたのか（１） 97

2. オンライン化の前提　

（1）文部科学省の指針

本稿を論じるにあたって、はじめにオンラ

イン授業の実施に対する文部科学省の対応を

時系列で記載していく。なぜならば、徳山大

学が遠隔授業（オンライン授業）を実施する

ためには、環境整備もさることながら、「そも

そも何をすれば遠隔授業（オンライン授業）

として認められるのか」という基準を確認す

ることがとりわけ重要であったからである。

①COVID-19以前の遠隔授業（オンライン授業）

の条件

まず、メディアを用いた授業の配信につい

ては、大学設置基準第25条2項で「授業を、
多様なメディアを高度に利用して、当該授業

を行う教室等以外の場所で履修させることが

出来る」と規定していることに基づき平成10
年文部省告示第46号によって大学が実施する
ことの出来る遠隔授業について「同時かつ双

方向に行われるもの」として規定されていた。

その後、平成13年文部科学省告示第51号（大

学設置基準第25条第2項の規定に基づく大学
が履修させることが出来る授業等）（通称、メ

ディア告示）の改正によって、同時かつ双方

向で行われなくとも、一定の要件を満たした

場合には遠隔授業として開講することが可能

とされた。一定の要件とは、「設問回答、添削

指導、質疑応答」などが、対面あるいは通信

手段を用いて行われること、受講生による意

見の交換の機会が確保されていることを指す。

加えて、この要件によって実施された遠隔授

業は、学校教育法施行規則第4条第1項第6号
に定められた卒業に関する事項として、学則

に記載される必要があった。

また、メディアを用いた授業による修得単

位の認定については、1999年3月11日に通知
された大学設置基準の一部改正によって、通

学生の学部においては卒業に必要な124単位
以上のうち30単位を超えない範囲内とされて
いたものが、60単位を超えない範囲内まで認
められると変更された。

以上がCOVID-19以前からのメディアを

表1　徳山大学が2020年度前期に実施した授業オンライン化の成果

・ 非常勤を含む全教員が、授業のオンライン化に対応できた。

・ 学事暦を大幅に変更しつつも、文科省の指針を遵守して授業を設計し、かつ当初の授業期間内
に授業を完了させることができた。

・ 学生と一切対面せずに、すべての授業を設計・実施・評価することができた（ただし、一部の
科目は後期開講や集中講義に移行することとなった）。

・ 通信環境が芳しくない（日本に入国できず海外にいる留学生を含む）全学生に対し、オンライ
ンでの授業を提供することができた。

・ 全教員・全学生にMicrosoft Teams1）（以下、Teams）を中心とした教育プラットフォームや学
習管理システム（以下、LMS）の活用を徹底させることができた。

・ すべての授業科目において、リアルタイム・オンデマンド・資料配布といった複数の授業形態
を保障することができた。

1）「Microsoft Teams」は、米国Microsoft Corporationが提供するウェブサービスである。
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用いた授業に関する要件である。すなわち、

COVID-19の終息の見通しが全く立たないま
ま遠隔授業（オンライン授業）の可能性を検

討し始めた2020年3月の時点では、これらの
要件が適用され続ける限り、授業の全面オン

ライン化は単位面でも学則面でも事実上実施

不可能だったのである。これは徳山大学に限

らず、多くの大学においても同じ状況であっ

たと想定される。

②COVID-19による要件の変化
この状況がCOVID-19拡大後に大きく変化

した。まず、2020年度前学期開始前となる3
月下旬に「令和2年度における大学等の授業の
開始等について（通知）（令和2年3月24日）」
中の「3.遠隔授業の活用について」でこれら
の要件について再確認された。新年度に入っ

た令和2年4月6日には「大学等における遠隔
授業の実施にあたっての学生の通信環境への

配慮等について（通知）」として高等教育局か

ら学生の通信環境への配慮ならびに学習評価

や補講・追試などの弾力的実施についての通

知が行われた。この通知に記された具体的な

配慮の例としては、学生の通信環境や通信量

を踏まえて授業方法を組み合わせることや、

オンライン教材の低容量化、教材のダウンロー

ドタイミングを回線の推定時間に指定するな

どであった。加えて、通信環境を十分に整備

できない学生に対し、大学の空き教室やコン

ピュータ教室の開放、無線ルーターの貸与な

ども提案された。この通知に関連したものと

して、令和2年4月3日に総務省より電気通信
事業者関係団体に対し、携帯電話の通信容量

制限等について柔軟な措置を講ずることに関

する要請が行われた。

また、上掲の令和2年3月24日通知の中で
は、「面接授業の一部を遠隔授業によって実

施する場合であって、授業全体の実施方法と

して、主として面接授業実施するものであり、

面接授業に得られる教育効果を有すると各大

学等の判断において認められるものについて

は」124単位中60単位の上限に含める必要が
無いことが明記された。すなわち、例えば15
回で完結する授業のうちの大半を面接授業に

より実施し、一部の回についてのみ遠隔によっ

て実施する場合には、通常の面接授業として

単位を認定すると規定された。

そして、2020年4月16日に全都道府県が緊
急事態宣言の対象となり、全国的に面接授業

が実施出来ない状況が長期化することが予想

されたことで、オンライン授業に関する大き

な方針転換がなされた。緊急事態宣言を受け

て、文部科学省は4月21日に「学事日程等の
取り扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A」を
発行した。このQ&Aの問17の回答によって、
「本来授業計画において面接授業の実施を予定

していた授業科目に関わる授業の全部又は一

部を面接授業により予定通り実施することが

困難と認められる場合には、特例的な措置と

して、面接授業に相当する教育効果を有する

と大学において認められるものについては」

授業方法を弾力的に取り扱うことが認められ

た。ここでいう弾力的な取り扱いによる授業

方法とは、自宅で受講する遠隔授業や授業中

に課すものに相当する課題研究等を指す。こ

の場合には、遠隔授業を行ったとしても大学

設置基準第25条第2項に定める遠隔授業とは
ならず、同第32条第5項の規定は適用されな
いため、60単位の上限に算入する必要が無い
ことが認められたのである。

さらに、同Q&A問18の回答によって、年
度当初からすべての授業を遠隔授業により実

施することを予定した場合にも60単位の上限
に算入する必要が無いことが認められた。だ

たし、この特例措置を適用する際には、授業
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はシラバス等のもとに実施されていること、

担当教員が授業の実施状況を十分把握してい

ること、どの授業が遠隔実施なのかなど大学

が実施状況について把握していることを留意

することとされた。その後、5月1日事務連絡
「遠隔授業等の実施に係る留意点及び実習等の

授業の弾力的な取扱い等について」において、

特例措置による遠隔授業実施における留意点

として、学生への情報伝達手段や学生からの

相談に応じる体制が確保されていることが追

加された。

以上のように、COVID-19にともなう文部
科学省の遠隔教育に対する全面的な方針転換

によって、徳山大学はCOVID-19以前には困
難であった遠隔授業の弾力的な導入が可能と

なったのである。

（2）徳山大学における授業オンライン化

決定までの経緯

徳山大学における授業オンライン化が決定

するまでの経緯を、COVID-19に関する主要
な出来事と重ねて時系列で整理したものが表2
である。徳山大学では、2020年度の授業を迎
えるにあたって、すでに2月末ごろにはオン
ライン授業の実施可否について検討が始めら

れていた。このような前準備が始められたの

は、同時期に中国での感染が拡大していたこ

と、また通常の授業時期にあった小中学校な

どに対して、当時の安倍晋三首相が臨時休校

を要請したことなどによる。ただし、この時

点では4月からの学生の構内への入構禁止を
前提とした完全な授業のオンライン化は想定

されていなかった。当時検討されていたのは、

大人数が受講する授業などにおいて、できる

だけ他者と接触を避けるべく、どのように教

室を分けるかという点であった。

しかし2020年度の春季卒業式の中止に続

き、2020年3月23日には、春季入学式の中止
と授業開始の延期（この時点では4月20日か
ら）などが決定され、また各地の大学におい

ても授業の全面オンライン化の決定が出始め

てきたことなどにより、徳山大学においても

風向きが変わり始めた。このような状況のな

か新年度を迎え、4月8日の執行部会でコロナ
対策としての学事暦を変更し、大型連休開け

に授業が開始されることが正式に決定された。

その際、オンライン講義実施検討のためのワー

キンググループが結成され、このワーキング

ループの会議により、授業の全面的オンライ

ン化が検討された。この中で、徳山大学にお

いては、すでにMicrosoft Office365を学生全
員が使える状態にあったことから、Teamsを
軸にしたオンライン授業化を進めることも同

時に決定された。この決定は、ワーキングルー

プの長である副学長を通し、執行部により最

終的に、これらの検討事項が決定されるに至っ

た。この決定を受けて、実務者による4月10
日の授業オンライン化ワーキンググループ会

議が実施され、取り組みが開始された。そして、

4月13日には副学長名で全職員にオンライン
講義依頼を配信し、オンライン授業の全面実

施が徳山大学構成員の共通認識となるに至っ

た。
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表２　オンライン授業開始までに徳山大学で起こった出来事と世界や国内の動き

時期（世界・国内の流れ） 学内の流れ

2月下旬
・WHOが新型コロナウィ
ルス感染症の正式な呼
称を「COVID-19」と
する

・安倍晋三首相（当時）が
　全国の初等中等教育
機関の臨時休校を要請

 1.  遠隔授業実施についての検討開始 
　（教室分散型授業の検討開始）

3月中旬～下旬
・3月11日 WHOにより
「パンデミック」が宣言
・3月24日 東京オリン
ピックの延期が決定

 2.  3月23日、入学式中止と授業延期（4月20日から）を決定

 3.  教員（一部）による受講環境の確認

 4.  3月25日、前日の文部科学省からの通達を契機に本格的に学内で遠隔 
　 授業の検討が始まる（情報集約の開始）

4月3日  5.  副学長より教務課に新年度ガイダンスのweb配信が指示

4月6日
・7都道府県に緊急事態宣言
　（4月7日）

 6.  副学長を中心に教室間で授業を配信する方法の検討

4月8日

 7.  授業開始の再延期の決定（5月11日から授業開始）
 8.  授業のオンライン化を検討するWGの発足

【第1回WG会議の実施】
 9.  教室分散型などではなく、授業の完全オンライン化を決定
10. Teamsを統一して使用することを決定
11. 4月度、教授会後に全体向けのFD研修実施が決定

4月10日

12. HPでの授業の再延期、5月11日からの授業開始を公表
13. 4月15日の第１回FD研修に先立ち教員向けアンケート調査を実施

【第2回WG会議の実施】
14. 年次ガイダンスなどをHPで実施することを決定
15. ガイダンス資料の作成を教務課に依頼することを決定
16. ガイダンス案内などをWアドバイザーが担当学生に対し、メールなど既存の　 
媒体を使って連絡することを決定

17. １年生へのパソコン設定マニュアルなどは直接郵送を決定（設定完了連絡は、 
　 在校生と同様）

4月13日 18. 全教員への遠隔授業実施のメールの送信（学内決定）

4月15日

19. 第1回オンラインFD研修の実施
内容：①授業開始までの流れ

　　　②授業方針と授業の成立要件

　　　③教員向けTeams使用説明
　　　④授業設計の参考となる資料集の説明

4月16日
・全国に緊急事態宣言

20. 第2回FD研修を見据えてのアンケートの実施

4月15日～20日 21. Wアドバイザーによる担当学生への連絡手段の確保、Teamsクラスへの追加手
　 続き

4月17日
【第3回WG会議】
22. 第1回FD研修の後に実施したアンケートをもとに研修内容を決定 
　 （成績評価・テストの実施方法など）
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4月20日～23日
23. 在校生へのメール、電話連絡によるHP確認依頼、Teamsへの参加依頼を連絡
24. 新入生には、直接郵送でアカウント情報などを送付し、メール設定などを含め
　 て依頼

4月22日

25. 第2回オンラインFD研修の実施
内容：①アンケート結果の説明

　　　②授業設計とTeamsの活用方法
　　　③成績評価・テストの実施方法・出席確認方法

　　　④著作権

4月24日 26. オンラインFD研修実施Microsoft Teamに実践例や便利な情報を共有するチャ
　 ネルを作成し、教員間の質疑の場を設定

4月24日～4月26日
27. Teams設定完了報告が行われなかった新入生・在校生に対し、設定をするよう
　 連絡→HPなどでの一方通行の連絡ではなく、Teamsを活用した双方向性のある
　 連絡手段を確保

4月27日～5月3日

28. WアドバイザーはTeamsでガイダンス受講を指示
29. 学生は各自でガイダンス資料を確認、疑問点はTeamsの投稿で質問 
　 Wアドバイザーは便覧を元に回答 
30. 回答困難な質問については担当課に問い合わせを行う
31. ガイダンス内容を理解した学生から履修登録を開始 

4月27～29日 32. 第1履修登録期間

4月30日
33. 履修チェック登録数の少ない学生をピックアップする
34. 非常勤教員向けオンラインFD研修の実施

5月1日～5月3日
35. 第2履修登録期間
36. 教員は、登録不良学生に連絡し、履修登録を促す

5月4日～5月6日
37. 教員は、履修者名簿を元にクラスに受講生を登録
38. 大人数科目は、管理者によって一括登録を実施

5月7日～5月10日 39. デモ授業の実施（全学生はいずれかの科目でデモ授業を体験）

5月11日 40. 授業開始

3. オンライン授業の全面実施に向けた　

大学の実態把握

（1）学内 LAN と回線速度の状況調査

本章では、徳山大学が2020年度前期の授業
を全面オンライン化するという決断を下すに

あたって、その根拠となる情報を収集するた

めに行った種々の調査とその結果について記

述する。便宜上、目的に応じて5種類の調査を
実施したように記述しているものの、現実に

はこれらの調査は目的や方法が重なる場合も

あったことをあらかじめ断っておく。

徳山大学では、2010年にサイバーキャンパ
スの構築に着手した。その中で学生はノート

パソコンを必携とし、学内無線LANの整備、
いくつかの学習管理システム (LMS)を導入
して情報リテラシー教育を徹底し、各授業の

e-learning化を推進した。
2010年当初は、当時のインフラ基準から照
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らせば比較的十分な整備がなされていたとい

える。しかし、年を追う毎に情報の質の向上

や個人が所有する情報端末の複数化（スマー

トフォンやタブレット端末の所有）によって

通信量が増大することになり、数年で通信速

度の遅滞などの現象が発生しはじめた。

そこで、2019年に徳山大学情報教育委員会
が大学の基盤ネットワークを調査したところ、

学内の基幹通信速度は1Gbpsであったが学外
との通信では100Mbpsの契約であったため、
平日の授業が行われている時間帯では学生・

教職員の利用が大幅に増加することで通信が

頻繁に上限に達していた。この影響により通

信速度の低下や遅滞という状況が多発してい

ることが判明したため、学外との通信速度を

1Gbpsに増速することで対応を行った。
次に学内無線LANについてである。当時

は IEEE 802.11b/g規格が主流であったことか
ら、同規格による整備が行われ学内の主要な

教室などの多くの場所で利用が可能となった。

しかしながら、IEEE 802.11b/g規格は最大
でも伝送速度が54Mbpsという当時でも遅い
速度であることや、研究室がある棟には無線

LANがほとんど整備されていないといった課
題が指摘されていた。そのため、2016年度か
ら2017年度にかけて、IEEE 802.11nおよび
IEEE 802.11ac規格のもので再度整備が行わ
れた。これにより基幹ネットワークの速度で

ある1Gbpsを十分に利用できる環境が構築さ
れた。

また、2019年には、学内の情報教育を管轄
する組織である情報教育委員会が行った基幹

ネットワークの調査において、再度無線LAN
の通信状況に関する調査が実施された。その

際、無線LANの範囲が一部教室ではまったく
届いていないという実態や、一部エリアでは

電波強度が弱くほとんど通信が行えない状況

にあるという実態が明らかになった。これら

の課題に対しては、有線の回線が建物まで敷

設されている箇所にはアクセスポイントの増

設を行うことで対応したものの、有線の敷設

が出来ていない箇所については対応が追いつ

かず、2020年度以降に対応することとなった。
2020年度からは、情報教育委員会を改組・

発展させた情報システム・セキュリティ委員

会が発足し、同委員会がアクセスポイントや

基幹インフラの拡充・整備を引き続き担うこ

ととなった。

（2）学生とのコミュニケーション手段の

構築

①コミュニケーション手段の確立に向けた模索

授業をオンラインで実施するにあたっては、

学生がキャンパスに一切足を踏み入れること

ができない状況において、いかに彼らと円滑

に授業および日常的な業務に関するコミュニ

ケーションを図るのかという問題が生じた。

とりわけ、入学後に一度も入構できていない

ままの2020年度入学生（海外にいる留学生も
含む）とのコミュニケーション手段をいかに

構築するかという問題は深刻であった。

COVID-19以前の学生全体への連絡手段
は、①学内掲示板への掲示、②学生生活支援・

キャリア形成支援のため徳山大学独自のデー

タベースシステムである「キャリア形成支援

学生カルテ（CASK:Career Student Karte）」
に付随する掲示板・メッセージ機能、の2点
が主であった。しかし、これらは学生に対し

て大学側が一方的に情報を通達する手段に過

ぎず、これらによって学生と相互にコミュニ

ケーションを図ることはできない。そのため、

学生と相互応答的なやり取りを行う必要が生

じた場合には、「Wアドバイザー（後述）」と
呼ばれる担当教職員や授業の担当教員などが、
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当該の学生に対して個別に電子メールや電話

で連絡を取っている状態であった。そのほ

か、留学生担当教職員やその他授業等の個別

の関係においては、LINE等の各種SNSを利
用したやり取りもなされていた。このように、

COVID-19以前は大学としての連絡手段は確
立されていなかったのである。

しかし、COVID-19によって2020年2月以
降出身地から動けない学生が発生し、特に新

入生は入学式も中止となりキャンパスにも入

構できない状況が続いた。その中で、確実に

オンラインでの授業開始とそれに向けた準備

の進め方についてアナウンスし、つまずく学

生とコミュニケーションを取りながら支援を

行う必要に迫られた。

そこで、徳山大学ではオンライン授業開始

までの学生とのコミュニケーションや諸連絡

を行うために、郵送、大学Webサイト、電子
メール、電話、Teamsなどの手段が活用された。
また、通信手段だけでなく、安否確認システム、

Wアドバイザーなどの制度も活用して、オン
ライン授業開始に向けた情報提供や履修登録

等の業務に全教職員が取り組んだ。以下では

それらを活用して学生との連絡手段を確立し

ていった経緯を、実態把握調査も含めて時系

列的に記述していく。

第1に、郵送による書類の送付である。3月
23日に最初の授業開始延期が決定されたのに
合わせて、その旨を全学生に対してハガキで

通知した。ハガキには授業開始時期（4月20日）
とガイダンス期間が記され、大学Webサイト
での情報に留意するよう伝えられた。

第2に、大学Webサイトによる告知である。
4月上旬より、大学Webサイト上に授業開始
時期の延期を含む「新型コロナウイルス感染

症に関するお知らせ」の表示を開始した。緊

急時の対応、授業の実施日程、Teamsの利用

方法、履修登録の方法など、学生や保護者に

対する重要な連絡事項が一括してここに掲載

されることとなった。しかし、こうした情報

が確実に学生に届いているかどうかは判断で

きないため、以下に記述するメールやWアド
バイザー制度等の手段が用いられた。

第3に、電子メールの活用である。徳山大
学の在学生は、先述したCASKにおいて緊急
時の連絡用メールアドレスを登録することが

義務付けられていた。新入生に関しては、入

試課が緊急時の連絡先として学生個人のメー

ルアドレスを収集していた。それらのアドレ

スに対し、災害等の緊急時に学生の安否確認

を電子メールで一斉に配信するシステムを活

用して、4月7日に「ネット環境調査」を全学
生に一斉配信した。登録されたメールアドレ

スは普段学生が使用している携帯電話のもの

であることが想定されたため、当初はこの方

法で多くの学生に連絡事項を周知できると想

定していた。

しかし、この方法では限界があることがす

ぐに明らかになった。「ネット環境調査」に対

する学生の回答は、翌日4月8日時点で2~4年
生が半数程度、新入生は7割程度に留まり、少
なくない学生がメールを確認していない実態

が判明したのである。在学生はメールアドレ

スの登録時期が古く機種変更等でアドレスが

更新されたためであるとか、そもそもLINE
等のSNSでの連絡が日常化し携帯電話のメー
ル機能を利用しなくなっており気づかなかっ

たためといった要因が想定された。これを受

けて、後述の「Wアドバイザー制度」を活用
して学生への連絡手段確認の補完を行うこと

とした。

第4に、「Wアドバイザー制度」の活用であ
る。Wアドバイザー制度は、2000年度に導入
された学生の学習・生活を支援する徳山大学
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独自の制度であり、教員と職員がペアとなり、

1学年あたり10名弱の学生を担当する。アド
バイザーは、通常4年間の在学期間全体にわ
たって大学生活、学習、進路などの相談に応

じることとなり、学業と生活の両面で細やか

な対応が可能となることが期されている。例

年は、毎年春に顔合わせを行い、その後担当

学生の出席状況や単位取得状況に応じて面談

を行い、面談結果をCASK（キャリア形成支
援学生データベース）に登録し、学生の状況

を教職員間で共有して把握することで学習意

欲の低下等からくる退学の防止などに役立て

ている。

このWアドバイザー制度を活用し、先述
の安否確認メールを補完する聞き取り調査を

行った。具体的には4月9日から、各アドバイ
ザーは安否確認メールに回答していない担当

学生に対し、安否確認メールが届いているか

否かを学生に電話で直接確認した。また、メー

ルが届いていないことが判明した学生には、

緊急連絡先となるメールアドレスや帰省先情

報を聞き出すとともに、現在の体調や県外滞

在の有無等について確認した。これにより、4
月中旬にはWアドバイザーを通じて全学生と
連絡が取れるようになった。なお、留学生に

ついては担当教職員が、SNS等を通じて別途
連絡先の確認を行った。

第5に、Teamsの活用である。4月中旬、
Teams上にWアドバイザー毎のクラスチーム
を作成した。担当学生をクラスメンバーとし

て登録し、全学生に対してクラスチームの投

稿欄へTeamsアプリのインストールが完了し
た旨を書き込むよう要求した。投稿が確認で

きない学生に対しては、Wアドバイザーが個
別に電話連絡をとって対応した。これをもっ

て、Teamsによるコミュニケーションが可能
な状態が確立できたことが確認された。その

後、5月8日にTeams上に全在学生が所属する
チームが作成され、大学からの情報発信が行

われるようになった。

②コミュニケーション手段を活用した取り組み

ここからは、確立されたコミュニケーショ

ン手段を活用して、オンライン授業実施に向

けて実際に取り組んだことについて記述して

いく。

第1に、履修登録である。2020年度の履
修登録は、登録の仕方を案内するガイダンス

を含めてすべてオンライン上で完結させなけ

ればならない。そこで、まず4月中旬に履修
登録が開始するアナウンスを、Webサイトや
Teams上、Wアドバイザーのクラスを通じて
発信した。その後、4月27日よりオンライン
システム上での履修登録が開始された（徳山

大学では、2019年度からオンラインシステム
上での履修登録に切り替わっていた）。Wアド
バイザーには随時、担当学生の履修登録状況

の途中経過が伝えられ、登録が完了していな

い学生については、Wアドバイザーを通じて
Teams・メール・電話によって個別に連絡を
とるよう求めた。教科書の購入方法について

も同様にアナウンスし、履修登録期間終了の

時点での登録率はほぼ100%に達した。
第2に、Microsoft Forms（以下Forms）の

活用である。Teamsが利用できる体制が整っ
たことにより、各種アンケートをTeams経由
で告知・実施できるようになった。一例として、

5月12日にFormsによる「Web講義を受講す
る為のネット環境及び学生支援のアンケート

調査」が行われた（回答期限5月14日）。こ
の調査の回答者数は全学生数約1000人に対し
て500名程とおよそ半数にとどまったものの、
ネット環境に不安がある等の課題が判明した

学生に対しては、教務課が個別に対応するこ

とができた。
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以上のようなアンケート、履修登録、Wア
ドバイザーによる確認で、前期の授業開講前

にほぼ全員がオンライン授業に対応できるこ

とが確認された。とはいえ、技術的にオンラ

イン授業に対応できることになったとしても、

学生が十全にオンライン授業という形態に移

行できる保証はない。とりわけ、ICT活用や
大学での授業のあり方に慣れていない新入生

にとっては大きな不安を感じることが予想さ

れた。そこで、教員が自己紹介動画を任意に

作成して公開し、教員と新入生との距離を縮

める試みを行った。この動画の効果は不明で

あるが、30名の教員が動画を作成することに
協力したことで豊かな内容となった。

最後に、留学生への対応について触れてお

きたい。留学生については、電話番号やメー

ルアドレスを持たない者も多くいたため、別

の手段がとられた。2年生以上については、留
学生担当教職員がLINEの IDを把握していた
ため、4月中旬まではLINEで連絡を取り、そ
の後日本人学生と同様にTeamsでの連絡へと
移行した。新入生については、3月の時点で
Teamsのアカウントを作成しており、当初よ
りTeamsで連絡を行っていた。

（3）学生の受講環境の調査

本項における学生の受講環境の調査とは、

具体的には①オンライン授業を受講可能なデ

バイス（PC）を利用できるか、②インターネッ
トへの接続環境が整っているか、③実際に問

題なくオンライン授業が受講できるか、の三

点を指す。

これらを調査するため、(a)Wアドバイザー
制度を用いたTeamsが使用可能であるかの確
認、(b)Wアドバイザー制度を用いた受講環境
についてのアンケートの実施、(c)Teams上に
作成された全在学生が所属するチームを通じ

たFormsによる「web講義を受講する為のネッ
ト環境及び学生支援のアンケート調査」の実

施、(d)上記Formsによるアンケート調査の未
回答者への教務課による個別対応、(e)デモ授
業の実施によるオンライン授業が受講できる

かの確認、の対応を行った。以下、これら①~
③の要件を満たすことを確認するために、ど

のように (a)~(e)の調査データが活用されたか
について記す。

まず、①については、徳山大学では、2010
年度の「徳山大学サイバーキャンパス元年」

に端を発するサイバーキャンパス構想のもと

で、全学生が入学時よりモバイルPCを所持す
ることとなっていることから、原則として問

題は生じないと思われた。ただし、大学が指

定するPCの購入を義務付けていた2019年度
までとは異なり、2020年度からは大学が指定
するスペックの最低要件を満たしたPCを各自
で購入する方針へと変更されたため、2020年
度入学性は規格の不一致によるトラブルが危

ぶまれた。しかし、PCの修理中や破損等によ
る個別のトラブルは散見されたものの、大き

なトラブルは生じなかった。この10年来の方
針が、結果として①の要件を満たす要因となっ

たといえる。

②については、(c)の全在学生に対する一斉
調査に入る前の (a)、(b)において、上述のW
アドバイザー制度が果たした役割は大きい。

この細やかな対応により、(a)、(b)が比較的円
滑に実施され、多くの学生が②を満たすこと

が確認でき、学生の環境の詳細な情報把握と

対応への準備とするための (c)の調査へと繋ぐ
ことができた。

(c)の調査への回答率は、回答期限（5/14）
までわずか3日という短期間だったこともあ
り約50%にとどまり、未回答者へは (d)の教
務課による個別対応により対応した。同時期
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に履修登録期間を設けており、履修登録に不

備等のみられる学生への個別指導もかねて教

務課が対応した。個別対応としては、例えば、

大学近辺に居住の学生で自宅の受講環境に難

がある学生に対しては、学内の教室をソーシャ

ルディスタンスを確保した上で利用してもら

う措置を提示するなどした。

③については、(e)のデモ授業期間を前期開
講前に設け、授業ごとに教員、受講学生が双

方向にオンライン授業を実施、受講できるか

の確認を行った。また、ソフト面での対応と

して、30名の教員が自己紹介動画を公開し、
特に新入生への親近感を高める努力を行った。

（4）教員の遠隔授業の経験調査

遠隔授業について、現在徳山大学の教員が

実施している方法あるいは今後活用できそう

な方法についてたずねる調査を実施した。調

査日は2020年3月25日、調査方法は教員に対
する学内電子メールによる一斉送信であった。

以下、寄せられた回答について、オンライン

会議ツールの活用と動画やその他LMSの活用
について分けて結果を記述する。

まず、オンライン会議ツールの活用につい

て。調査を実施した時点では、オンライン会

議ツールは「双方向型授業」（後述）の実施の

ための利用を想定していた。調査の結果、徳

山大学で活用可能と考えられるオンライン

会議ツールとしては、「Zoom」2）、「Skype」3）、 
「Skype for Business」4）、「G Suite for 
Education」5）、「Teams」などが挙げられた。
一部授業では「Zoom」「Skype」を使用した

授業実践が展開されていたほか、教職員・学

生ともに「Skype」、「Skype for Business」、
「Teams」に共通する学内アカウントを大学か
ら提供されていた。学内アカウントの提供は

オンライン授業実施（特に同時双方向型授業）

の素地となったといえる。

次に、動画やその他LMSの活用について。
本調査時点では、動画の活用はオンデマンド

型授業への利用を想定していた。調査の結果、

動画をアップロードし、学生に閲覧させる方

法として、「YouTube」、「Microsoft Stream」
などが挙げられた。また、動画やその他授

業資料をアップロードするツールとして、

「CASK（ストレージ）」、「WebClass」6）など

のLMSが挙げられた。一部の教員は、実際に
これらの動画やLMSを活用した実践を行って
いることが明らかとなった。

徳山大学では2014年度から、文部科学省「大
学教育再生加速プログラム（AP）」テーマⅠ
の採択を受け、全学的ALの推進「AL手法の
導入促進」のひとつとして、初年次必修の情

報教育科目「情報リテラシーⅠ・Ⅱ」の一部

で「反転授業（反転動画）」を導入したほか、

「LMSの活用」促進も図るなど、全学的な ICT
活用を進めていた。これらの方法を回答した

教員の一部は、本AP事業を契機として「反転
授業（反転動画）」を導入しており、オンライ

ン授業へのスムーズな移行に本AP事業の推進
が寄与したことが推察される。

2）「Zoom」は、米国Zoom Video Communicationsが提供するウェブサービスである。
3）「Skype」は、米国Microsoft Corporationが提供するウェブサービスである。
4）「Skype for Business」は、米国Microsoft Corporationが提供するウェブサービスである。
5）「G Suite for Education」は、米国Google LLCが提供するウェブサービスである。
6）「WebClass」は、日本データパシフィック株式会社が提供するウェブサービスである。
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（5）教員のオンライン授業に向けた　　

不安感の調査

オンライン授業の実施にあたっては、通信

環境の整備のみならず、その実施者である教

員のオンライン授業に対する不安や疑問を把

握し、その解消に向けていかに対応するかが

重要になる。そこで、2020年度前期に徳山大
学で授業を担当する専任教員および非常勤教

員に対し、インターネット上でオンライン授

業実施に向けた不安感に関する調査を実施し

た。調査日は2020年4月16日から4月22日に
かけて、調査方法はFormsのアンケート機能
を用いた。有効回答数は35であった。結果を
整理すると図1のようになった。
不安の上位に挙げられたのは、「学生の通

信・情報環境の設定」（回答数28）、「オンライ

ン授業をどう設計するか」（回答数26）、「オン
ライン授業におけるTeamsの活用方法」（回答
数22）であった。教員のほとんどがオンライ
ン授業を実施した経験がなく、オンラインで

授業を行う具体的なイメージが持てない。急

きょ活用することが決定したTeamsなどの新
たな教育プラットフォームも使用経験がなく、

どのようにこれを活用して授業を行っていけ

ばよいのか見当がつかない。そもそも教員側

がオンライン授業を実施しようにも、学生側

の通信環境は万全と言えるのか。学生たちは

ICT機器や教育プラットフォームの活用につ
いて来られるのだろうか…。当時の多くの教

員の不安を代弁するとこのようなものとなっ

ただろうし、事実執筆者らは当時直接このよ

うな声を複数の教員から聞くことがあった。

図1　教員の感じる不安感（2020年4月のオンライン授業開始前の時点）
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4. 考察と示唆

（1）調査によって明らかになった徳山　

大学の「フェーズ」

授業のオンライン化を実現するためには、

現在、自身の置かれている学校・教員・学生

の ICT活用環境がどのような状態にあるのか
を把握する必要がある。この状況を把握する

ための有益な指針として、ここでは大坂・川

口（2020）の開発した「授業オンライン化に
向けたEVRIフェーズ」を活用する。
大坂らによれば、EVRIフェーズとは、“十

全な”形でのオンライン授業の実施に必要な

環境に要求される5つの条件（環境）7）を規定し、
その整備状況から「フェーズ0.x」から「フェー

ズ2.x」までの3つの段階に区分することを提
案したものである（表3）。
第3章の調査の結果をふまえると、全面オ

ンライン授業の実施が方針として定まった4
月中旬の、徳山大学におけるオンライン授業

の整備状況は表4のようにまとめることがで
きる。当時の徳山大学は、オンライン授業を

実施できる環境は整っていたものの、一部フォ

ローの必要な学生がいたり、教員間の ICT活
用スキルやオンライン授業経験等に大きな差

が生じている状態であったといえる。「EVRI
フェーズ」の定義に当てはめるなら、当時の

徳山大学はフェーズ1.xから2.xへと移行する、
過渡期の状態にあったといえるだろう。

表3　3つのフェーズの条件

ネット環境 ICT機器配布 ICT機器操作 LMS等の利用 研修体制

フェーズ0.x ×または△ ×または△ ×または△ ×または△ ×または△

フェーズ1.x ○ ○ ○ ○ ×または△

フェーズ2.x ◎ ◎ ◎ ◎ ○または◎

※◎…十分に整備され機能している、○…整備されているが十分に機能していない、△…部分的にしか整備されていない、

　×…ほとんど、あるいは全く整備されていない 
※大坂・川口（2020）、p.38より引用

表4　徳山大学におけるオンライン授業の整備状況（2020年4月時点）

ネット環境
・大学構内の通信設備や通信速度は問題なし

・一部学生の家庭の通信環境には改善の余地あり

ICT機器配布
・全教員と学生が自前のPCを所持
・一部学生にPCの故障や不具合あり

ICT機器操作
・教員は基本的な ICT機器操作に習熟するも、不安感のある教員も存在
・学生は基本的な ICT機器操作を学習するも、日常的な使用機会に乏しい

LMS等の利用
・全構成員がLMSや教育プラットフォームを利用可能
・LMS等を日常的に活用している教員、体験している学生はごく少数
・非常勤教員はLMS等のアクセスや利用に制限あり

研修体制
・オンライン授業の実施経験のある教員はほぼ皆無

・オンライン授業の実施方法についてのFD等も実施したことがない

7）大坂ら（2020）によれば、“十全な”形でのオンライン授業の実施に必要な5つの条件（環境）とは、①高
速インターネット通信が整備された環境、② ICT機器が活用できる環境、③関係者が ICT機器操作に習熟
した環境、④LMSや教育プラットフォームが提供された環境、⑤関係者間でオンライン教育の経験が蓄積・
共有化された環境を指す。
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本研究が示唆することは、オンライン授業

を実施する環境の整備は、一朝一夕では実現

し得ないということである。第3章で言及した
ように、徳山大学でオンライン授業の全面実

施が可能となったのは、COVID-19における
対応以上に、COVID-19以前のレガシー（遺産）
によるところが大きい。全学生のPC必携化や
構内のインフラ整備、LMS等の導入と活用な
ど、数年にわたるこれまでの取り組みが、オ

ンライン授業の実施を後押ししたのである。

その一方で、調査の過程では、オンライン

授業の実施に向けた障害も発見された。とり

わけ第3章の（2）で述べたように、学生への
コミュニケーションが取れない問題は深刻で

あった。Teamsによるコミュニケーション手
段が確立するまでは、学生との連絡に苦慮し

実に様々な方法を五月雨式に試さざるを得ず、

最終的にはWアドバイザーによる人海戦術に
まで頼ることとなった。大学がもつ電子メー

ルなどの手段で連絡をとろうとしても、全て

の学生が反応するわけではない。ホームペー

ジに告知しても、すべての学生が閲覧するわ

けではない。今回のような緊急時には、大学

はすべての学生に「伝えたかどうか」ではなく、

すべての学生に「伝わったかどうか」「理解し

たかどうか」「指示に従って行動したかどうか」

にまで責任を負わなければならない。緊急時

など必要な場合に確実に連絡をとるためのコ

ミュニケーション手段を早急に整備する必要

性が露見したのである。

（2）オンライン授業の実現に向けて　　

見えてきた課題

徳山大学は2020年4月中旬の時点で、2020
年度前期の授業を全てオンラインで実施する

という決断を下した。しかし、調査の結果、5
月中旬から開始されるオンライン授業の実施

にあたっては、まだ多くの課題が残されてい

ることが明らかとなった。本稿執筆時点にお

ける執筆者らの回想では、4月中旬の段階で、
具体的に以下の5つの課題が残されていたと
考えられる。

第1に、オンライン授業の成立条件の整理
と標準化の問題である。第2章に記述したとお
り、COVID-19の社会への影響は日々刻々と
変化し続け、それに伴って政府与党や文部科

学省の指針も改定・変更が繰り返された。オ

ンライン授業の全面実施後も国の方針が変わ

る可能性を考慮して、「何をすればオンライン

授業が成立したとみなされるのか」「成立した

ことを示す根拠は何か」を確定させ、全教員

に周知・徹底する必要が生じた。

第2に、使用する教育プラットフォームの
確定と運用指針作りである。当時、Zoom等
のオンライン会議システムの利用が注目され

ると同時に、そのシステムの脆弱性なども指

摘されていた。また、徳山大学の既存のLMS
でオンライン授業の全面実施に対応できるの

かどうかも不確定な状況であった。オンライ

ン会議の開催、動画や資料の配信、学生との

コミュニケーション、課題の提出と採点など、

オンライン授業の多岐にわたる活動を一括し

て行うことができる教育プラットフォームが

求められていた。どのシステムを採用するの

か、それをどのように運用するのかと言った

点について、指針を作る必要が生じた。

第3に、教員側のスキルアップと授業実施
環境の整備である。調査の結果、多くの教員

がオンラインを含む遠隔授業の実施経験がな

く、実施に向けた不安を抱えていることが明

らかとなった。オンライン授業実施に向けた

教員に対するFD（研修）や、不安感を解消す
るための措置が求められていた。また、普段

大学に常駐せず遠方にいる非常勤の教員への
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対応をどうするのかといった課題も生じてい

た。

第4に、学生側の受講環境の整備である。
調査の過程で、大学の公式メール等の既存の

連絡手段では、学生へ必要な情報が伝わらず

コミュニケーションに難が生じることが予想

された。また、授業の実施にあたって、自宅

等でインターネット環境が十分に整っていな

い学生や、PCを所持していない学生もいると
いった課題も判明した。新たなコミュニケー

ションツールの活用と、ICT環境の支援が求
められた。

第5に、カリキュラムや学事暦の調整であ
る。5月上旬からオンライン授業を実施するこ
とは決定していたものの、例年より1ヶ月遅
れのカリキュラムをどのように消化するのか

という問題が生じた。また、遠隔で実施する

ことが困難なフィールドワークをともなう科

目や実験・実習系科目の扱いをどうするかと

いう問題も生じた。文科省の指針をふまえつ

つ、学生や教員の負担にならないような学事

暦の調整が求められた。

以上の5つの課題に対して、徳山大学はど
のように対応したのか。この対応は、他の教

育機関のオンライン授業の実施に向けてどの

ようなことを示唆するのか。これらの点につ

いては、稿を改めて論じたい。
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